
電子提供措置の開始日2025年12月１日

第80回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

(2024年10月１日から2025年９月30日まで)

上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求を頂いた株主様に
対して交付する書面には記載しておりません。
また、これらの事項は、会計監査人及び監査等委員が監査報告書を作成する際に行
った監査の対象に含まれています。

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

・連結子会社の数 ８社

・主要な連結子会社の名称 NC MAX WORLD(株)

(株)SPACE HOSTEL

(株)ハンドレッドイヤーズ

(株)FAIRY FOREST

(同)fantasista battery1

②非連結子会社の状況

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3）連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記

該当事項はありません。

(4) 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．棚卸資産

・商品 先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・販売用不動産 個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産 ①2008年９月30日以前に取得したもの

主として定額法を採用しております。

②2008年10月１日以降に取得したもの

定率法を採用しております。

建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用して

おります。

③2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ４～47年

機械装置及び運搬具 ２～17年

工具、器具及び備品 ５～10年

ロ．無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）による定額法を採用しておりま

す。

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零（リー

ス契約に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証

額）とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支払いに備えるため、将来利用されると見

込まれる額を上しております。

ニ．株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用される

と見込まれる額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付に係る負債

及び退職給付費用

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退

職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下のとおりであ

ります。
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イ．仲介・販売手数料 不動産売買における仲介は、売主と買主の間に立って条件交

渉及び取引成立に向けた調整を行い、不動産売買契約を成立

させ、不動産の引き渡しまでをサポートする事業でありま

す。宅地建物取引業法で規定される媒介契約に基づき、契約

成立に向けた重要事項説明書・契約書の作成・説明及びそれ

に付随する業務を行い、最終的な不動産の所有移転までに必

要な一連の専門業務に関する一切の業務について履行義務を

負っております。そのため、当該履行義務は媒介契約の目的

物である不動産が買主へ引き渡された時点をもって媒介契約

が完了し、履行義務が充足されるため、当社が受領する不動

産売買における仲介手数料は、売主から買主への不動産引き

渡し完了時点において収益を計上しております。

ロ．不動産販売 不動産販売において当社は、顧客との不動産売買契約書に基

づき目的不動産の引き渡しを行う義務を負っております。不

動産売買契約後、顧客から不動産売買契約で定めた売買代金

を受領すると同時に、対象不動産を引き渡すことをもって履

行義務が充足されるものであるため、顧客への対象不動産の

引き渡し完了時点において収益を計上しております。

ハ．ヘルスケア事業 ヘルスケア事業は、サプリメント及び医薬部外品並びに化粧

品をECサイト等を利用して国内外の消費者へ販売を行ってお

ります。顧客である消費者から注文された商品を引渡す履行

義務を負っており、収益を認識する時点は、出荷時から支配

移転時までの間が通常の期間であるため、代替的な取扱いを

適用し商品の出荷時に収益を認識しております。

⑥ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

⑧ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理 控除対象外消費税等については発生連結会計年度の費用とし

て処理しております。

ロ．グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（１）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し

たことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われるこ

とになりました。

これに伴い、2026年８月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に

係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算

しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

（２）「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等

の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20

− ３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65 − ２項(2)ただ

し書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類

への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結

会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計

算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記

（のれんの評価）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 327,851千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

買収時に識別したのれんについて、償却期間５年とした償却を実施した残存価額を、連結貸

借対照表の無形固定資産に計上しております。

また、減損の判定を行っており、経営環境の著しい悪化等の減損の兆候がある資産又は資産

グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー

の総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとしております。

②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

減損の判定で必要な将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画をもと

に算定しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

被取得企業ののれんについては、当該事業計画の仮定に変更が生じることで、将来キャッシ

ュ・フローが帳簿価額を下回った場合は、減損損失が発生する可能性があります。

（固定資産の減損）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 1,068,095千円

無形固定資産 332,829千円

投資その他の資産 324,788千円

減損損失 159,813千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

不動産DX事業のAIアプリケーション「造成くん.AI」について、販売開始時期の遅れにより

当初の販売計画の見通しに遅れが生じたため安定的な収益計上に至っておらず、営業キャッシ

ュ・フローがマイナスとなっていることから、固定資産に対する減損損失の認識の要否の検討

を行った結果、当連結会計年度において無形固定資産に対する減損損失を計上しております

（繰延税金資産の回収可能性）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 152,043千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

繰延税金資産の回収可能性については、グループ各社の過年度の業績等に基づく収益力を

判断基準とし、将来の課税所得を見積り、将来減算一時差異等に法定実効税率を乗じて繰延

税金資産を算定しております。

②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の計上額は、グループ各社における翌年度以降の業績計画の税引前利益を基

に課税所得を見積り、将来の回収スケジューリングの結果により算定しております。当該見

積りには過年度の業績計画の達成状況を考慮しております。
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③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

上述の見積り及び仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要と

なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する繰延税金資産及び法人税

等調整額の金額に影響を与える可能性があります。
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４. 追加情報

該当事項はありません。

５．連結貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 133,236 千円

(2)担保に供している資産

定期預金 60,000 千円

販売用不動産 1,912,882 千円

建物及び構築物 126,399 千円

機械及び装置 611,207 千円

土地 199,497 千円

計 2,909,985 千円

(3)担保に係る債務

短期借入金 51,000 千円

１年内返済予定の長期借入金 1,690,404 千円

長期借入金 552,038 千円

計 2,293,442 千円

６.連結損益計算書に関する注記

(1) 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 －千円

特別損失 10,101千円

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度

期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度

減 少 株 式 数
当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 170,042,851株 －株 －株 170,042,851株

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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８．金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項

・金融商品に対する取組方針

当社グループは、必要な資金は自己資金及び銀行借入によって賄っております。一時的な余資

は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま

す。

・金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、

期日管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に管理する体制をとっております。

買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て１年以内に支払期日が到来いたします。

借入金は運転資金に係る銀行借入であり、資金繰表を作成するなどの方法により、リスクを管

理しております。

（2）金融商品の時価等に関する事項

2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。また、現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金については、現金であるこ

と、及び短期間で決済されるものであるため、時価と帳簿価額と近似していることから記載を省

略しております。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

長期借入金（1年内返済予定の長期
借入金含む）

2,447,340 2,414,204 △33,135

負債計 2,447,340 2,414,204 △33,135

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下のレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定

した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１以外の直接又は間

接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優

先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。
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②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分

時価

レベル１
（千円）

レベル２
（千円）

レベル３
（千円）

合計
（千円）

長期借入金（1年内返済
予定の長期借入金含む）

－ 2,414,204 － 2,414,204

負債計 － 2,414,204 － 2,414,204

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９．収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

報告セグメント

合計

（千円）

リアル

エステート

事業

（千円）

ヘルスケア事

業

（千円）

クリーンエネル

ギー事業

（千円）

一時点で移転される財

一定の期間にわたり移転される財

9,266,333

422

137,809

－

708

－

9,404,851

422

顧客との契約から生じる収益 9,266,756 137,809 708 9,405,274

その他の収益 17,068 － － 17,068

外部顧客への売上高 9,283,824 137,809 708 9,422,342

（2）収益を理解するための基礎となる情報

「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

当連結会計年度においては重要性がないため記載を省略しております。
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10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 37円49銭

(2) １株当たり当期純損失 1円41銭

11．重要な後発事象に関する注記

（第三者割当による第９回新株予約権の発行）

当社は、2025年10月30日開催の当社取締役会において、下記のとおり、株式会社ｆａｎｔａｓｉ

ｓｔａ第９回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行することを決議いたしました。

なお、本件は本新株予約権を引き受けるものに対して公正価格にて有償で発行するものであり、

特に有利な条件ではないことから、特別委員会を組成し、特別委員会の意見をもとに株主総会の承

認を得ることなく実施いたします。

Ⅰ．第三者割当による新株予約権発行を選定した理由

当社は、運転資金、事業資金のための資金調達が必要であると判断する一方で、株主の皆

様に配慮し、即時に株式の希薄化を生じさせることはなるべく避けるべきであるとの考えに

基づき、最適な資金調達方法を検討いたしました。

資金調達方法の検討に際しては、①金融機関からの借入や第三者割当を含む普通社債の発

行については、機動的な資金調達ではあるものの、当社の財務基盤において金融機関等より

長期に渡り安定的に本資金調達と同等規模の資金を獲得するには困難な面があり、②公募増

資については、財務基盤の強化が図れ、必要資金を一括で調達することが可能であり、また

市場価格に基づく公正な価格形成が期待できる点で透明性が高い資金調達手法である一方、

不特定多数の投資家を対象とするため手続きに時間を要し、主幹事証券の引受を得ることや、

公募条件の整備には相応の時間とコストを要する見込みであり、また即時に大きな希薄化を

招くため、既存株主の皆様にとって望ましくない側面があること、③第三者割当による増資

(新株発行)については、特定の引受先との間で機動的かつ柔軟な資金調達が可能である一方、

必要資金の全額を即時に希薄化させる手法であるため、既存株主への影響が相対的に大きく

なること、④転換社債型新株予約権付社債の発行については、機動的な資金調達が図れ、即

時希薄化が伴わず、転換社債型新株予約権付社債が株式に転換された場合には、当社の債務

が減少し、財務基盤の強化が図れるメリットがあるものの、株価の下落時においては、転換

価額固定型の場合は、転換が進まず当社の債務として財務基盤を棄損する可能性があり、一

方、転換価額修正条項付の場合には、希薄化が確定しないために株価に対して直接的な影響

が懸念されること、⑤新株予約権の発行については、即時の希薄化の懸念は防げるものの、

株価の下落時においては、行使価額固定型の場合は、行使が進まず必要に応じた機動的な資

金調達が図れないこと、一方、行使価額修正条項付の場合には、調達額が予定額を下回る可

能性があること等、資金調達方法として考えられる各手法のメリット・デメリットを検証い

たしました。

各手法の検証、当社の財務状況及び既存株主様への影響も踏まえて検討した結果、第一

に、新株予約権の発行であれば、複数回による段階的な行使が期待されるため、希薄化が即

時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避

されやすいと考えられることから、本新株予約権の発行による既存株主の利益への影響を一
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定程度抑えることができると考えております。第二に、新株予約権には「行使されない可能

性がある」という資金調達上の不確実性が伴いますが、現時点においても当社は一定の手元

流動性を確保しており、調達資金や事業資金等の支出が段階的かつ一定の余裕をもって計画

されていることから、一括での資金調達を要する状況にはありません。また、当社グループ

における運転資金需要については本新株予約権の発行による調達により一定期間充足するこ

とが可能であると見込んでおります。

こうした中、引受先候補との調整の中で、新株予約権であれば引受先の資金計画に配慮が

可能であることから、安定的な引受が見込めると判断いたしました。第三に、当社にとって

は、新株予約権の行使による資金流入にあわせて事業の拡大を段階的に進めやすく、資金の

効率的な活用にも資するものと考えております。以上の観点により、運転資金及び事業資金

を、新株予約権の発行による第三者割当により調達することといたしました。行使価額につ

いても、行使価額修正条項付の場合では、株価の下落圧力が生じる可能性があり、既存株主

の利益を棄損する可能性があることから既存株主様への影響を考慮し、行使価額固定型にて

発行することといたしました。

Ⅱ．本新株予約権の発行要領

（１）本新株予約権の割当予定先

割当予定先の氏名又は名称 割当株式数

COSMO PRIME PTE. LTD.
新株予約権 1,100,000個

(その目的となる株式 110,000,000株)

Maximus合同会社
新株予約権 500,000個

(その目的となる株式 50,000,000株)

布山 高士
新株予約権 100,000個

(その目的となる株式 10,000,000株)

（２）新株予約権の内容等

新株予約権の

目的となる株

式の種類

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株

式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。
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新株予約権の

目的となる株

式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式

170,000,000株とする(本新株予約権１個あたりの目的である株式の数(以

下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第２号及び第

３号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である

株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３号の規定に従って行使

価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるもの

とする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にか

かる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調

整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整

前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行

使時の払込金額」欄第３号(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号

に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日

の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事

由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要

な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行う

ことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の

行使時の払込

金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、

行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

２．本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の

額(以下、「行使価額」という。)は、金55円とする。

３．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発

行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある

場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもっ

て行使価額を調整する。

＝ ×

既発行

普通株式数
＋

割当株式数 ×
１株当たり

の払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

１株当たりの時価

既発行普通株式数＋割当株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

① 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新

たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割

当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子

会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を

発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、

その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通

株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普

通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合は

その最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、

又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用

する。
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③ 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交

付する定めのある取得請求権付株式又は本号(4)②に定める時価を下

回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を

対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新

株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調

整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割

当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合に

は、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約

権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(4)②に定め

る時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行

使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効

力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の

承認を条件としているときには、本号(2)①乃至③にかかわらず、調

整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。こ

の場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本

新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方

法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、１株未満の

端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

株式数 ＝

(
調整前

行使価額
−

調整後

行使価額
) ×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との

差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、

その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する

場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額

からこの差額を差し引いた額を使用する。
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(4) その他

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用され

る日(但し、本号(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる

30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準

日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日

における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保

有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合に

は、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日におい

て当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含

まないものとする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行

使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価

額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事

由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の

前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、

調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項

を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の

行使により株

式を発行する

場合の株式の

発行価額の総

額

9,441,800,000円

(注) 但し、行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は

増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ

ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約

権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額を合算した金額は減少する。
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新株予約権の

行使により株

式を発行する

場合の株式の

発行価格及び

資本組入額

１．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使

請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使

請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予

約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本

準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から

増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の

行使期間
2025年11月25日から2027年11月24日までとする。

新株予約権の

行使請求の受

付場所、取次

場所及び払込

取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 管理本部

東京都港区赤坂五丁目３番１号

２．新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

株式会社三菱UFJ銀行 浜松町支店

東京都港区新橋四丁目3番1号

新株予約権の

行使の条件

１．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における

授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行う

ことはできない。

２．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約

権の取得の事

由及び取得の

条件

当社は、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、取締役

会により当該取得日に残存する本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を

取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該

取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取

得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込価額

と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。

新株予約権の

譲渡に関する

事項

会社法第236条第１項第６号に基づく譲渡制限については該当事項はありませ

ん。但し、本割当契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会

の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。

代用払込みに

関する事項
該当事項はありません。
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組織再編成行

為に伴う新株

予約権の交付

に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、

吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子

会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編

行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前にお

いて残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設

立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式

移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づ

き本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとす

る。

(1) 新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等

を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式。

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の

端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の

端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使に

より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当

事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約

権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

本「新株予約権の内容等」の各項に準じて、組織再編行為に際して決定す

る。
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(注) １．本新株予約権の行使の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、所定の行使請求書に、自己の

氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口

座(社債、株式等の振替に関する法律(「振替法」という。)第131条第３項に定める特

別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名押印した上、別記「新

株予約権の行使期間」欄記載の行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求の受付場所に提出しかつ、かかる行使請

求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額(以下「出資金総額」とい

う。)を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場

所」欄第３号に定める払込取扱場所の当社が指定する口座(以下「指定口座」とい

う。)に振り込むものとする。なお、本項に従い行使請求の受付場所に対し行使請求に

要する書類を提出した者は、その後これを撤回することはできない。

(2) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類が、不備なく別記「新株予約

権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の「新株予約権の行使請

求の受付場所」に提出され、かつ当該本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定

口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日

に発生する。

２．株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに、振替法及びその他の関係法令

に基づき、振替機関に対し、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規

記録情報を通知する。

３．新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる証券を発行しない。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価引下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 イ.2008年９月30日以前に取得したもの

定額法を採用しております。

ロ.2008年10月１日以降に取得したもの

定率法を採用しております。

建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用して

おります。

ハ.2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 18～22年

工具、器具及び備品 ４～20年

車両運搬具 ３年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）による定額法を採用しておりま

す。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給

付債務の算定方法は簡便法によっております。

③ 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支払いに備えるため、将来利用されると見

込まれる額を上しております。

④ 株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用される

と見込まれる額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下のとおりであります。
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不動産販売 不動産販売において当社は、顧客との不動産売買契約書に基

づき目的不動産の引き渡しを行う義務を負っております。不

動産売買契約後、顧客から不動産売買契約で定めた売買代金

を受領すると同時に、対象不動産を引き渡すことをもって履

行義務が充足されるものであるため、顧客への対象不動産の

引き渡し時点完了において収益を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（関係会社株式評価）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 5,361,229千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社の財政状態の悪化又は超過収益力の減少

により実質価額が著しく下落し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、実

質価額まで減損処理する方針としております。なお、市場価格のない関係会社株式の一部につい

ては、超過収益力を反映した実質価額で取得しております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

超過収益力を反映した実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかの判断は、

当該関係会社の事業計画及び財務内容等を基礎としております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響

当該事業計画の仮定に変更が生じることで、各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年

度の計算書類の損益に影響を与える可能性があります。

（関係会社貸付金）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社貸付金 1,348,498千円

貸倒引当金 △706,797千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

関係会社貸付金の評価において、財務内容に問題があり、過去の経営成績又は将来の事業計

画の実現可能性を考慮しても債務の一部を条件どおりに弁済できない可能性がある場合には、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

関係会社貸付金の評価は、当該関係会社の事業計画及び財務内容等を基礎としております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
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当該事業計画の仮定に変更が生じることで、各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業

年度の計算書類の損益に影響を与える可能性があります。

４．追加情報

該当事項はありません。

５．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,174 千円

６．損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 － 千円

仕入高 － 千円

その他の営業取引 46,689 千円

営業取引以外による取引（収入分） 26,493 千円

営業取引以外による取引（支出分） 2,830 千円

７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度 期 首

の 株 式 数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末

の 株 式 数

普 通 株 式 282株 １株 －株 283株

８．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産の主な発生原因は、繰越欠損金、貸倒引当金等であり、繰延税金資産について同

額の評価性引当金を計上しているため、貸借対照表には計上していません。

９．収益認識に関する注記

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

10．企業結合に関する注記

該当事項はありません。
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11．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名

議決権等の所有

（被所有）割合（％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）

（税抜）

科目

期末残高

（千円）

（税抜）

子会社 NC MAX WORLD(株)
直接所有

100

資金の援助

役員の兼任

資金貸借

※１

資金の

借入
100,000 － －

資金の

返済
400,000 － －

利息の

支払
2,830 － －

子会社
(株)NSアセット

マネジメント

直接所有

100

資金の援助

役員の兼任

資金貸借

※１

資金の

回収

36,594

－

関係会社短

期貸付金

１年内回収

予定の関係

会社長期貸

付金

※2

453,736

33,000

受取

利息
9,841

流動資産そ

の他
12,338

子会社
(株)ハンドレッド

イヤーズ

直接所有

100

資金の援助

役員の兼任

資金貸借

※１

資金の

回収

5,559

64,270

－

関係会社短

期貸付金

１年内回収

予定の関係

会社長期貸

付金

関係会社長

期貸付金

※３

696,761

－

115,000

受取利

息
16,619 － －

子会社 (株)FAIRY FOREST
間接所有

100

資金の援助

役員の兼任

資金貸借

※１

資金の

貸付
50,000

関係会社短

期貸付金

※４

50,000

受取利

息
33

流動資産そ

の他
33

※１取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

※２貸倒引当金を501,931千円計上しております。

※３貸倒引当金を181,463千円計上しております。

※４貸倒引当金を23,402千円計上しております。
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12．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 38円52銭

(2) １株当たり当期純損失 2円64銭

13．重要な後発事象に関する注記

（第三者割当による第９回新株予約権の発行）

当社は、2025年10月30日開催の当社取締役会において、下記のとおり、株式 会社ｆａｎｔａｓ

ｉｓｔａ第９回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行することを決議いたしまし

た。

なお、本件は本新株予約権を引き受けるものに対して公正価格にて有償で発行するものであり、

特に有利な条件ではないことから、特別委員会を組成し、特別委員会の意見をもとに株主総会の承

認を得ることなく実施いたします。

Ⅰ．第三者割当による新株予約権発行を選定した理由

当社は、運転資金、事業資金のための資金調達が必要であると判断する一方で、株主の皆

様に配慮し、即時に株式の希薄化を生じさせることはなるべく避けるべきであるとの考えに

基づき、最適な資金調達方法を検討いたしました。

資金調達方法の検討に際しては、①金融機関からの借入や第三者割当を含む普通社債の発

行については、機動的な資金調達ではあるものの、当社の財務基盤において金融機関等より

長期に渡り安定的に本資金調達と同等規模の資金を獲得するには困難な面があり、②公募増

資については、財務基盤の強化が図れ、必要資金を一括で調達することが可能であり、また

市場価格に基づく公正な価格形成が期待できる点で透明性が高い資金調達手法である一方、

不特定多数の投資家を対象とするため手続きに時間を要し、主幹事証券の引受を得ることや、

公募条件の整備には相応の時間とコストを要する見込みであり、また即時に大きな希薄化を

招くため、既存株主の皆様にとって望ましくない側面があること、③第三者割当による増資

(新株発行)については、特定の引受先との間で機動的かつ柔軟な資金調達が可能である一方、

必要資金の全額を即時に希薄化させる手法であるため、既存株主への影響が相対的に大きく

なること、④転換社債型新株予約権付社債の発行については、機動的な資金調達が図れ、即

時希薄化が伴わず、転換社債型新株予約権付社債が株式に転換された場合には、当社の債務

が減少し、財務基盤の強化が図れるメリットがあるものの、株価の下落時においては、転換

価額固定型の場合は、転換が進まず当社の債務として財務基盤を棄損する可能性があり、一

方、転換価額修正条項付の場合には、希薄化が確定しないために株価に対して直接的な影響

が懸念されること、⑤新株予約権の発行については、即時の希薄化の懸念は防げるものの、

株価の下落時においては、行使価額固定型の場合は、行使が進まず必要に応じた機動的な資

金調達が図れないこと、一方、行使価額修正条項付の場合には、調達額が予定額を下回る可

能性があること等、資金調達方法として考えられる各手法のメリット・デメリットを検証い

たしました。

各手法の検証、当社の財務状況及び既存株主様への影響も踏まえて検討した結果、第一

に、新株予約権の発行であれば、複数回による段階的な行使が期待されるため、希薄化が即

時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避
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されやすいと考えられることから、本新株予約権の発行による既存株主の利益への影響を一

定程度抑えることができると考えております。第二に、新株予約権には「行使されない可能

性がある」という資金調達上の不確実性が伴いますが、現時点においても当社は一定の手元

流動性を確保しており、調達資金や事業資金等の支出が段階的かつ一定の余裕をもって計画

されていることから、一括での資金調達を要する状況にはありません。また、当社グループ

における運転資金需要については本新株予約権の発行による調達により一定期間充足するこ

とが可能であると見込んでおります。

こうした中、引受先候補との調整の中で、新株予約権であれば引受先の資金計画に配慮が

可能であることから、安定的な引受が見込めると判断いたしました。第三に、当社にとって

は、新株予約権の行使による資金流入にあわせて事業の拡大を段階的に進めやすく、資金の

効率的な活用にも資するものと考えております。以上の観点により、運転資金及び事業資金

を、新株予約権の発行による第三者割当により調達することといたしました。行使価額につ

いても、行使価額修正条項付の場合では、株価の下落圧力が生じる可能性があり、既存株主

の利益を棄損する可能性があることから既存株主様への影響を考慮し、行使価額固定型にて

発行することといたしました。

Ⅱ．本新株予約権の発行要領

（１）本新株予約権の割当予定先

割当予定先の氏名又は名称 割当株式数

COSMO PRIME PTE. LTD.
新株予約権 1,100,000個

(その目的となる株式 110,000,000株)

Maximus合同会社
新株予約権 500,000個

(その目的となる株式 50,000,000株)

布山 高士
新株予約権 100,000個

(その目的となる株式 10,000,000株)

（２）新株予約権の内容等

新株予約権の

目的となる株

式の種類

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株

式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。
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新株予約権の

目的となる株

式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式

170,000,000株とする(本新株予約権１個あたりの目的である株式の数(以

下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第２号及び第

３号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である

株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３号の規定に従って行使

価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるもの

とする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にか

かる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調

整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整

前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行

使時の払込金額」欄第３号(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号

に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日

の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事

由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要

な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行う

ことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の

行使時の払込

金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、

行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

２．本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の

額(以下、「行使価額」という。)は、金55円とする。

３．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発

行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある

場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもっ

て行使価額を調整する。

＝ ×

既発行

普通株式数
＋

割当株式数 ×
１株当たり

の払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

１株当たりの時価

既発行普通株式数＋割当株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

① 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新

たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割

当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子

会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を

発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、

その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通

株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普

通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合は

その最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、

又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用

する
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③ 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交

付する定めのある取得請求権付株式又は本号(4)②に定める時価を下

回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場

合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員

を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は

新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価

額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合

は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用

する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約

権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(4)②に定

める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整

後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効

力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関

の承認を条件としているときには、本号(2)①乃至③にかかわらず、

調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日まで

に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の

算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、１

株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

株式数 ＝

(
調整前

行使価額
−

調整後

行使価額
) ×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額
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(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との

差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、

その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する

場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額

からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) その他

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用され

る日(但し、本号(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる

30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基

準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当

社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の

場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準

日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通

株式数を含まないものとする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行

使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価

額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の

事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の

前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、

調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項

を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権

の行使によ

り株式を発

行する場合

の株式の発

行価額の総

額

9,441,800,000円

(注) 但し、行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は

増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ

ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約

権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額を合算した金額は減少する。
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新株予約権

の行使によ

り株式を発

行する場合

の株式の発

行価格及び

資本組入額

１．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使

請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使

請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予

約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本

準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する

資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から

増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権

の行使期間
2025年11月25日から2027年11月24日までとする。

新株予約権

の行使請求

の受付場所、

取次場所及

び払込取扱

場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 管理本部

東京都港区赤坂五丁目３番１号

２．新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

株式会社三菱UFJ銀行 浜松町支店

東京都港区新橋四丁目3番1号

新株予約権

の行使の条

件

１．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における

授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行う

ことはできない。

２．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予

約権の取得

の事由及び

取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、取締役

会により当該取得日に残存する本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を

取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該

取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取

得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込価額

と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。

新株予約権

の譲渡に関

する事項

会社法第236条第１項第６号に基づく譲渡制限については該当事項はありませ

ん。但し、本割当契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会

の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。

代用払込み

に関する事

項

該当事項はありません。
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組織再編成

行為に伴う

新株予約権

の交付に関

する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸

収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社

となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」

と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、

吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完

全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約

権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1) 新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等

を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式。

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の

端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の

端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事

会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権

の交付、新株予約権証券及び行使の条件

本「新株予約権の内容等」の各項に準じて、組織再編行為に際して決定す

る。

(注) １．本新株予約権の行使の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、所定の行使請求書に、自己の

氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口

座(社債、株式等の振替に関する法律(「振替法」という。)第131条第３項に定める特

別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名押印した上、別記「新

株予約権の行使期間」欄記載の行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求の受付場所に提出しかつ、かかる行使請

求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額(以下「出資金総額」とい

う。)を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場

所」欄第３号に定める払込取扱場所の当社が指定する口座(以下「指定口座」とい

う。)に振り込むものとする。なお、本項に従い行使請求の受付場所に対し行使請求に

要する書類を提出した者は、その後これを撤回することはできない。

(2) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類が、不備なく別記「新株予約

権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の「新株予約権の行使請

求の受付場所」に提出され、かつ当該本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定

口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日

に発生する。

２．株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに、振替法及びその他の関係法令
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に基づき、振替機関に対し、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規

記録情報を通知する。

３．新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる証券を発行しない。
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